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１. 国際交流会館に住んでみて

大学院生 (農学部)

(1) 国際交流会館

九州大学国際交流会館は箱崎キャンパスまで

自転車で20分､ バス停も ｢留学生会館前｣ があ

り大学へのアクセスは非常によい｡ 道路を挟ん
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で大型ショッピングセンターもあり､ それ以外

は公園などもあるが､ 基本的には閑静な住宅街

にある｡ 建物自体は建築から20年以上経ってい

るので古い印象を受け､ 日本人学生専用の寮よ

り家賃は高いが､ 福岡市の一般的な一人暮らし

用の住居より格段に安く､ 室内には家具や家電

が揃っており非常に快適である｡ またパソコン

室やピアノなどの共有施設､ 設備があり､ 備え

付けの家具や家電が故障しても無料で修理して

もらえるなど､ 一人暮らしを経験した私から言

わせると､ 至れり尽せりの感はある｡

(2) 入居期間の制限

しかし会館にも問題はある｡ 一番大きな問題

であるのが入居期間の制限である｡ 研究生や特

別研究員などの役職､ 立場によって入居期間は

様々であるが､ 原則として九州大学に入学して

から６ヶ月間だけしか会館には住むことができ

ない｡ 入居期間の延長を申請して受理されれば

最大１年まで入居することができるが､ これは

九州大学に通う留学生にとって非常に頭の痛い

問題である｡ 福岡における九州生の信頼度は高

く､ 九大生ならば外国人でも部屋を快く貸して

くれる大家がほとんどであるが､ 家賃の相場は

３万円以上､ 敷金も２､ ３ヶ月分はとられるの

で､ 家賃３万円の物件でも入居時には15万近く

かかり､ 家具や家電も一切そなえつけられてい

ないので､ プラス５万円は必要となる｡ 渡航費

用､ 入学金と授業料に加え､ 入居費用と月々の

生活費を払うとなると､ 福岡で一人暮らしをす

ることは私費留学生にとって非常にハードルの

高いものである｡ 日本に来てアルバイト代を貯

めて帰国することが目的の者ならいざ知らず､

日本語を一生懸命学び､ 日本のことを真面目に

学ぼうと来日した学生には､ 生活する為のアル

バイトに時間の大半を奪われる生活は非常につ

らいものと思われる｡ 金銭的な問題の他にも､

保証人探しや難解な契約書の読解などがあり､

私もある留学生の部屋探しを手伝ったのだが､

学業の合間に留学生が１人で部屋を探して契約

までするのは至難の業であると感じた｡ 幸いに

も大学生協にて保証人を請け負う制度があり､

大学生協が保証人ということで火災保険や保証

金を免除してもらい通常より安く契約できたが､

部屋を探す中でいろいろな意見を聞けた｡ 生協

の職員の方は､ 留学生が部屋を契約する際､ 保

証人が見つからないので指導教員に頼むことが

多いが､ 実際にトラブルが起こった場合､ 留学

生と教員側と双方に負担が大きいので生協が代

わりに保証人となる制度を立ち上げたと話して

いた｡ また､ 個人的に知り合いの大家を留学生

に紹介している大学関係者に聞いた話では､ 留

学生同士の溜まり場になることを恐れて大家が

貸し渋ることがあるのでルームシェアリングも

難しく､ 安い物件はいいが治安が悪く通学にも

不便なところに生活している留学生もいるそう

だ｡ 他大学の留学生向け寮の入居期間はわから

ないが､ 少なくとも長崎大学では在学期間中､

ずっと入居できたと知り合いの留学生は言って

いた｡ 本人が希望して一人暮らしをするのなら

ともかく､ ６ヶ月で会館を出て行かなければな

らず､ 支援も無く放置に近い状態で部屋探しを

しながら勉学に励める留学生はいったいどれほ

どいるのだろうか｡

(3) 事務の体制

会館事務室の正規職員は会館主任１人である｡

他に施設・設備の管理に定年後再雇用の男性３

人と窓口業務担当の女性２人がいるが､ いずれ

もパートタイムの職員である｡ 留学生主事やサ

ポーターが関わっているが､ 会館事務の仕事を

行うのは正規職員１人とパート５人である｡ そ
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の中で事務処理を行っているのは主任と窓口担

当の３人であり､ 住人と英語で意思疎通が図れ

るのは窓口業務の女性２人だけである｡ この２

人だけで､ 入居の問い合わせから退去の手続き

までこなしている｡ 主任が会館の運営について､

女性２人が細かな事務手続きを担当していると

いうのが私の認識であるが､ ３人で処理しきれ

る程､ 会館の仕事量は少なくないように思われ

る｡ 彼らの労働量は計り知れない｡ 少なくとも

３人のうち１人でも欠けたら､ 会館の業務は成

り立たないのは容易に想像できる｡ さらに､ パー

トタイムの職員が事務手続きを主に行っており､

これは雇う側からしても雇われる側からしても

問題があるのではないだろうか｡

また､ 会館の運営について留学生主事 (以前

は会館主事) や主任の個人の能力に任せたとこ

ろが大きいことも問題である｡ 現在の留学生主

事､ 主任の主導によって前会館主事時代の問題

が山積していた状況が過去２年半間に改善され

てきている｡ しかし､ 人事異動によって人が替

われば､ 再び状況は以前の状態に戻らないとも

言い切れない｡ なぜなら､ 九州大学として留学

生受け入れに力を入れているが､ 日本に入国後

の体制に大いに問題がある｡ 会館は６ヶ月ご

とに入居退去を余儀なくされている現実がある｡

会館の設置目的は､ 入居期間中に日本の生活習

慣､ ひいては文化を学び､ 日本で生活するため

の支援を行うことにあるが､ そのためのノウハ

ウがあるわけではなく､ 日々生じる問題に対し､

個々の職員が対応しているのが現状ではないだ

ろうか｡ 現在､ 留学生主事が中心となってその

点について明文化し､ 少しずつ周囲からの評価

を受け始めているが､ 会館は設置から20年以上

たっており､ それが今まで放置されてきたのか

と不思議に思う｡ また､ 会館管理においては学

生から見ても疑問である｡ 国際交流会館と一般

市民は認識しており､ 交流を期待しているが現

実には労働力､ 経済的にもその余裕はない｡ 一

般市民が自力ですれば可能であろう｡ 国際交流

会館は公民館ではない｡ 九州大学は留学生の住

むところさえ明確な責任および政策がない｡

(4) 国際交流会館の今後

国際交流会館の存在意義と設備は非常にすば

らしいものであると私は思う｡ 住人もはるばる

日本に留学するほど能力､ 意欲ともに高く､ 母

国に戻れば社会の第一線で活躍すると思われる

人たちが多い｡ その人たちの日本に対する印象

を強く左右するのは住環境ではないだろうか｡

研究が好きで来日している人々が､ 研究を離れ

てふっと息をついた時に､ 日本にきてよかった

と思えるような国際交流会館であってほしい｡

まず､ 管理人を24時間体制で置き､ 事務体制を

改善すれば､ おのずと会館の環境はもっと改善

されると確信する｡

２. 九大生と留学生の交流について

会館サポーターを務めることで､ 私は一般の

学生よりも留学生と接する機会が多く､ 今では

外国人との会話にためらうことは無くなったが､

もしサポーターをしていなければ､ 卒業まで留

学生とまともに会話をすることはほとんど無かっ

ただろうと思う｡ 教養部時代に少人数ゼミナー

ル ｢日本語教育｣ を受講したが､ それが唯一の

留学生との交流を持った機会であった｡ 大学入

学から修士課程修了までの６年間､ 中国人の韓

文学氏との交友はあったが､ それは入学時に振

り分けられたクラスが同じで､ 偶然にも彼と同

じ研究室に配属されたからであった｡ 彼と出会

えたことには感謝しているが､ もし出会ってな

ければ､ 留学生と接する機会は非常に少なかっ
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ただろうと思う｡ 私と同じように､ ほとんどの

九州大学の学生は卒業までに留学生と会話をし

たことはあっても､ 食事をしたり家に遊びに行っ

たりすることは無いのではないだろうか｡ 通常

のカリキュラムでは留学生と関わりあいを持つ

事はほとんどないからである｡ 文系の事情はわ

からないが､ 少なくとも理系ではそのようであ

る｡ 六本松キャンパスに比べて箱崎キャンパス､

特に留学生センター付近では多くの留学生を見

かけるが､ 留学生同士で固まっており､ 日本人

学生も話しかけるのを見ることは少ない｡

なぜ一般の日本人学生が留学生と交流しよう

としないかを考察すると､ その理由の１つに共

通の話題が少ないことあると思う｡ 周囲には日

本人しかいない環境で育ち､ 日本の生活しか知

らない者にとって､ 大学で初めて出会った留学

生と何を話せばいいか分からず､ 仲良くなろう

と思っても日常会話の話題に窮してしまう｡ 例

えば､ 研究室の留学生と話す場合も､ 相手の国

のことや日本の生活に慣れたかといったように､

そのほとんどが質問形式となる｡ テレビで得た

知識では､ 日常会話で盛り上がることはなかな

かできない｡ ましてや国際電話の掛け方や外国

人登録証など､ 留学したことのない九大生のほ

とんどは､ 来日直後の留学生が知りたいこと､

聞きたいことに関する知識は皆無である｡ この

ことが､ 英語が話せる日本人学生が､ 日本語を

話せる留学生に声をかけづらい理由の１つでは

ないだろうか｡

また､ 九大生の性格も関係しているようにも

思える｡ 私の周囲にいた九州大学の学生は､ 基

本的に努力家で真面目､ 控え目である｡ 積極的

には外部との交流を求めず､ 狭く､ 深い人間関

係を望む傾向にある｡ 時折､ 派手な格好をして

いる者も見かけるが､ 高校までに遊ぶのを我慢

した分を発散しているように見え､ 無理をして

いるように感じる｡ しかし､ 総じて九大生は公

の場では大人しく､ 仲間内では打ち解けている

ように思われる｡ このような一般的な九大生が

留学生と積極的に交流を深めようとする可能性

は低いのではないだろうか｡

３. 日本における国際交流のイメージ

人を外見で判断してはいけないと一般的に言

われているが､ 会館を訪れる日本人の風体は怪

しげな人が散見される｡ 私自身が経験したのは､

｢���で知り合った留学生が会館に住んでいる
のだが部屋がわからない､ 教えてくれないか？｣

と､ 一目で30歳を越えていることがわかる男性

が事務の窓口を訪ねてきた｡ 時刻は午後７時を

まわっており､ さすがに日も暮れているので会

う約束をしていたのか尋ねたが､ 具体的な約束

はしてないし相手も自分の名前は覚えていない

かもしれないが､ 会えば思い出すはず｡ と食い

下がった｡ その男性のことは会館職員も知って

いるようで､ 部屋を教えることはできないが､

内線で来客を伝え､ 本人が希望すれば会館のロ

ビーに来てもらうことになった｡ 男性の風貌は

お世辞にも好感がもてるとは言えず､ 自分の身

の上話などを話し続け､ 若干辟易させられた｡

後日､ 職員やサポーターにその男性について尋

ねたがあまりよい評判は聞けなかった｡ 確かに､

まともな社会人が���で少し話をしたからと
いって家まで押しかけてくるかは疑問であり､

会う約束をしていたわけでもないのに夜にいき

なり部屋までこられたら､ 日本人だったら不信

がって絶対に相手にしない｡ 留学生と交流する

為には多少強引にアプローチをかける必要があ

るのかもしれないが､ 来日したばかりで孤立し

がちな留学生を仲間に引き込もうと狙っている

ような印象を受ける｡
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また､ 海外旅行の経験が10回を越え､ チュー

ターやホストファミリーの経験がある友人に､

｢日本における｣ 国際交流のイメージを聞いて

みたところ､ キャンプファイヤーをみんなで輪

になって囲み､ ギターを弾きながら歌を歌う､

と答えが返ってきた｡ これは彼女自身の体験談

に基づいており､ その時の光景はとても奇妙な

ものに感じられたとも話していた｡ 少なくとも

彼女が ｢日本における｣ 国際交流によい印象を

抱いていないことは確かである｡

日本人同士で打ち解けられない人が､ 居場所

を求めて留学生との交流を図ろうとしているの

ではないだろうか｡ そのような人とその行動自

体を否定はしないが､ そのような人たちの目的

と国際交流会館の目的は異なるものだと私は考

える｡ ｢国際交流｣ と銘打ってはいるが､ 留学

生の日本での生活を支援するのが国際交流会館

の存在意義であり､ 日本人と留学生が毎晩パー

ティーをして騒ぐ建物ではないのだ｡ 仲良くし

たいのか支えたいのか､ このことが混同される

と､ 留学生は何か困ったことがあれば自分で解

決しようと努力する前に日本人に頼り､ 頼られ

た日本人も関係が壊れるのを恐れて､ 途方も無

い要望にも答えてしまう｡ 結果として､ 留学生

の甘えを助長し､ 母国を離れて留学してきた意

義を見失ってしまうのではなかろうか｡

４. サポーターについて

日本語を共通の言語とする多国籍なメンバー

でサポーターは構成されている｡ 任命当初は､

具体的なサポーターの仕事というのは無く､ そ

れぞれの思うまま､ ボランティア精神にのっとっ

て行動していた｡ 今も基本的には変わっていな

いが､ お互いの役割を確立し､ 結束は固いと思っ

ている｡ 留学経験の無い私には､ サポーターの

一員になれたことは非常に有意義なものである｡

世界各国を見て回っているサポーターが ｢会館

はまるで小さな地球のようだ｣ と話していた｡

そのことが良いかことなのか悪いことなのかは

ひとまず置いておいて､ 現状としては確かにそ

の通りだと思う｡ 普通に大学に通っていては経

験できないことを､ 会館に住み､ サポーターと

して住人と接する機会があることを幸運に思う｡

下手な語学留学よりもよっぽど刺激があるので
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